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画承認の概要       ｐ4 
 

中央果実基金からのお知  

平成 26年度 果樹支援対策事業 予算概算要求の概要 
 

農林水産省生産局農産部園芸作物課   

課長補佐（需給調整第 2班担当） 宮本 亮 

 
     

 

 

平成 25年 9月 

第 15号 中央果実協会ニュースレター 

 

業務日誌：            ｐ12 
  お知らせ：      ｐ12 

  

 

 

特集：  
• 平成 26年度 果樹支援 

対策事業 予算概算要求 

の概要        ｐ1 

 

 

 

特集 

中央果実協会からのお知らせ： 

•平成 25年度果樹経営支

援関係事業の推進状況等

について      ｐ8                      

   

 

    

 
 

 
 

•  
ｐ7 

 

 

果樹をめぐる動き： 
• 農林認定された 4つの 

果樹品種      ｐ6           

 

 

農林水産省の果樹支援対策事業の実

施については、日頃から関係の皆様からご

理解・ご協力を頂き、厚くお礼申し上げま

す。  

さて、果樹支援対策事業の平成 26 年

度予算の概算要求については、去る 8 月

30 日に財務省に提出しました。本稿で

は、この概算要求について概要をご紹介し

ます。  

 

１．背景 

消費者ニーズの動向に即した果実およ

び果実製品の供給を図るためには、永年

性作物という果樹の特性に鑑み、需要の

長期見通しに即して計画的な生産を図るこ

とが必要であることから、果樹農業振興特

別措置法(昭和 36 年法律第 15 号)に基

づく果樹農業振興基本方針を平成 22 年

7 月に策定し、これに沿った施策を推進し

ているところです。 

特に、最近の果樹農業については、後

継者の減少、高齢化の進展、基盤整備や

担い手の規模拡大の遅れにより、生産基

盤の脆弱化が急速に進展しているととも

に、品目によっては、依然として需給の不

均衡が顕在化しやすくなっています。 

将来にわたり我が国の果樹農業の持続

的発展を図るためには、生産量・品質の変

動の大きい果実の生産の安定化により、需

給と価格の安定を図るとともに、産地自ら

が策定した「果樹産地計画」に基づき、担

い手の育成・確保や改植、園地の基盤整

備等による果樹産地の構造改革を進める

ことが喫緊の課題となっております。このた

め、「２.事業の概要」の４本柱からなる果樹

支援対策事業を実施しているところです。 

この果樹対策については、基金から単

年度補助金に移行して以降、平成 24 年

度予算では 67 億円、同じく平成 25 年度

予算では 68 億円が措置されてきまし

たが、平成 26 年度予算については、

産地からの改植等に対する強い要望

等を踏まえ、果樹・茶支援関連対策と

して 70億円を要求したところです。 

 

２．事業の概要 

（１）優良品種・品目への転換のために

改植を実施した際に発生する未収

益期間への対策 

（２） 果樹産地の構造改革を推進する

ための果樹経営支援対策 

（３） 生産者の自主的な取組を基本とし

た果実需給安定対策 

（４） 需要に即した流通加工等の推進

を図る果実流通加工等対策 

なお、平成 26年度予算概算要求に

おける拡充内容としては、①改植及び

未収益期間に対する支援について、

自然災害時などを含めて、産地の実情

に応じた運用改善を図るとともに、②果

実流通加工等対策について、コンビニ

向けのカットフルーツなど、新たな川下

の需要に対応した国産果実のサプライ

チェーンの構築に向けた取組に対する

支援を行うこととしています。詳細は、３

頁の「総合的な果樹対策の推進」をご

覧ください。 

また、本予算要求についてお問い

合わせ等ございましたら、当課需給調

整第 2 班(電話：03-3502-5957)まで

お問い合わせください。 

事業の執行については、(公財)中央

果実協会や都道府県法人の皆様と連

携しながら、円滑かつ効率的に実施で

きるよう、工夫していきたいと考えており

ます。皆様方のご協力をお願いいたし

ます。 

•平成 24年度果樹経営構

造動向調査のうち「果樹

経営分析等調査報告書」

の概要（その 3）  ｐ9  

 

 •平成 25年度果実加工需

要対応産地育成事業（新

需要開発型）及び国産果

実需要適応型取引手法実

証事業の実施状況につい

て         ｐ11 
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３．その他果樹農業に関連する予算 

平成 26 年度農林水産予算概算要求の概要の全体

に つ い て は 、 農 林 水 産 省 の ホ ー ム ペ ー ジ

(http://www.maff.go.jp/j/budget/2014/index.html)

に掲載されていますのでご覧ください。 

その他果樹農業に関連する主な予算として以下のよ

うなものがあります。（ ）書きは前年度予算額、＜＞の

番号はホームページの PR版 PDFファィルの番号を記

載しています。 

 

（１）農地中間管理機構(仮称)による集積・集約化活動   

1,038億円(新規) ＜1＞ 

担い手への農地集積と集約化により農業構造の

改革と生産コストの削減を強力に推進するため、農地

の中間受け皿として都道府県段階に農地中間管理

機構（仮称）を整備・活用 

 

（２） 新規就農・経営継承総合支援事業 280億円(239

億円) ＜4＞ 

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るた

め、総合的に支援 

 

（３）  経営体育成支援事業 50億円(47億円)＜5＞  

人・農地プランに位置付けられた中心経営体等へ

の農業用機械・施設等の導入支援 

 

（４）  強い農業づくり交付金 334億円(244億円) <14＞ 

国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通ま

での強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備等

を支援 

 

（５） 次世代施設園芸導入加速化支援事業 30 億円

(新規) ＜18＞ 

先端技術と強固な販売力を融合させ、生産から調

製・出荷までを一気通貫して行うとともに、地域資源

を活用したエネルギーの供給を行う次世代施設園芸

拠点の整備 

 

（６） 産地活性化総合対策事業 36億円(23億円)  

＜21＞ 

産地の活性化を図るため、「強み」のある産地形成

に向けた取組、品目毎の多様な課題の解決に向けた

取組、産地に人材を供給する取組等を支援 

 

（７） 鳥獣被害防止総合対策交付金 100 億円(95 億

円) ＜25＞ 

野生鳥獣による被害の深刻化・広域化に対応し、

地域ぐるみの被害防止活動や侵入防止柵等の整備

等、年度の切れ目に関係なく措置できる鳥獣被害防

止対策を総合的に支援 

 

（８） ６次産業化等による農林水産物・食品の高付加価

値化等の推進 45億円 (36億円) ＜26＞ 

農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、農林

漁業成長産業化ファンドを本格展開するとともに、医

食農連携など多様な異業種との連携強化による６次

産業化の取組等を支援 

 

（９） 新品種・新技術の開発・普及・保護 77 億円(31

億円) ＜32＞ 

「強み」のある農畜産物の創出に向けて、マーケッ

トインの発想から実需者等と一体となった品種育成や

産地形成、戦略的な知財活用等を推進 

・そのうち新品種・新技術活用型産地育成支援事

業等 12億（新規） 

    「強み」のある産地形成を図るため、新品種やＩＣＴ

等の新技術等を活用した新たな産地形成を行う取組

を支援、また、埋もれた品種等の発掘や実需者等と

の結びつき強化、産地の人材育成、種苗の供給体制

の整備、農業機械のリース導入等の取組も支援 

 

（10）日本の食を広げるプロジェクト 44 億円(40 億円) 

＜36＞ 

国内外における国産農林水産物・食品の市場拡

大に向け、学校給食等における国内消費拡大や国

別・品目別輸出戦略に沿った輸出拡大、日本食・食

文化の発信等の取組を推進 

 

（11）農林水産物の生産・流通の場における食育の推進 

80億円(80億円) ＜56＞ 

食料の生産から消費にわたる各段階で、消費者の

食生活改善を促す実践的取組や、食や農林水産業

への理解を深める活動を支援し、食育を国民運動と

して展開 
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総合的な果樹対策の推進 

 

【果樹・茶支援関連対策（果樹分） ７，０１８（６，８３０）百万円の内数】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜背景／課題＞ 

・永年性作物である果樹は、価格の下落等により農業所得が低下し、収益性が悪化していることか

ら、未収益期間を伴う改植が進まない状況となっています。 
 
 
 
 
 

 
 

＜主な内容＞ 

 １．果樹における改植及び未収益期間対策 〔拡充〕 
    果樹産地の収益力の強化と農業者の経営安定を図る観点から、消費者ニーズに対応した

優良品目・品種への転換、高品質化を加速するため、改植及び未収益期間に対する支援を行

います。また、果樹の自然災害時の改植について、産地の実情に応じた運用改善を図ります。 

 

 ２．果樹産地の構造改革や果実の需給安定及び加工流通対策 〔拡充〕 
果樹について、小規模土地基盤整備、計画生産・出荷の推進や緊急的な需給調整対策、

自然被害果実の流通対策、品質保持技術を活用したカットフルーツ等の新たな需要に対応し

た取引形態の実証等の加工流通対策を総合的に行います。 
 

  

 
補助率：定額、6/10、1/2、1/3  

事業実施主体：（公財）中央果実協会  

 

お問い合わせ先：生産局農産部園芸作物課 

                   （０３－３５０２－５９５７） 

 

優良品種等への転換を加速するため、果樹の改植と未収益期間対策及び果実

の加工流通対策を強化するとともに、果実の計画生産・出荷の推進や需給安定対

策の的確な実施を図ります。 

対策のポイント 

 

果樹栽培面積のうち優良品目・品種への転換面積の増加  

（０．８％（平成２３年度）→３％（平成２６年度）） 

 

政策目標 
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農林水産省の委託等により育成

した農作物の品種で、その特性が

優良なものについて、普及促進の

ため、農林水産省が認定して公表

しています（農林認定制度）。ここで

は平成 25 年 3 月に認定された果

樹の４品種（カンキツ２品種、西洋ナ

シ 1 品種、ビワ１品種）について紹

介します。 

 

１． カンキツ２品種（農研機構果樹

研究所育成） 

日本のカンキツ産業は、多くを温

州ミカンが担ってきました。現在でも

栽 培 面 積 は 温 州 ミ カ ン が

47,200ha 、 そ の 他 の 品 種 は

27,700ha となっています（平成 24

年）。温州ミカンが主に 10 月から

12 月に収穫される早生であり、ナツ

ミカンやハッサク、イヨカンなどその

他の品種はそれ以降に成熟するこ

とから一括して中晩柑と呼ばれてき

ました。現在、古くから生産されてき

た品種の需要は大きく低下し、生産

量はかつての１／４～１／10 程度

になっており、需要を拡大できる良

食味で食べやすい品種の育成が求

められています。 

りんごの「ふじ」、ブドウの「巨

峰」、ナシの「幸水」など、多くの果

樹は、ある品種と他の品種の交雑に

よって品種が生みだされてきまし

た。カンキツでは、オレンジなどの品

種の良い性質を温州ミカンに取り入

れ、香りが良く、甘いカンキツ新品

種の育成が目指されてきました。し

かし、温州ミカンやオレンジは、種

子から生じる個体の多くが雑種では

なく、母親と同じ個体となる「多胚

性」という性質があることから、交雑

育種は難しいものでした。多く存在

する温州ミカンの品種は、交雑品

種ではなく、突然変異によりわずか

な遺伝子が変異して生まれたもの

で、多くの特性が同じです。 

一方、1979 年に農水省果樹試

験場（現 農研機構果樹研究所）が

温州ミカンとオレンジの交雑から育

成した「清見」は、多胚性ではなく、

種子は全て雑種となる性質（単胚

性）を持っていたことから、「清見」

を親とした交雑育種が大きく進めら

れました。この結果、「不知火」（デ

コポン）、「せとか」、「はるみ」など

多くの交雑品種が誕生しました。し

かし、「清見」が３月頃に成熟する

晩生品種であったことから、温州ミ

カンと同時期に成熟する早生品種

の育成は困難で、少しずつ交雑品

種の早生化が進みました。 

このたび育成された「みはや」

は、温州ミカンの成熟期である 11

月下旬から収穫が可能な、早生の

交雑品種です。また、「あすみ」は

成熟期は１月ですが、これまでにな

い高糖度の品種です。これらは、

成熟期、糖度、食べやすさなどの

品種改良が、交配により、長年かけ

て漸進的に進められてきた成果で

す。 

 

（１）みはや 

11 月下旬に成熟する早生品種

です。果皮が赤橙色で美麗で、温

州ミカンと明確に区別できます（写

真１）。温州ミカンと異なり、浮皮の

発生がありません。糖度は 12%程

度と高く、酸含量は 0.60%と低く、

その上、芳香があり、食味が優れて

います。酸含量の低下が安定して

早い品種です。じょうのう膜（袋）が

軟らかく、種なし果が多く、食べや

すい品種です。機能性成分の β-ク

リプトキサンチンを果肉 100g あたり

1.48mg と温州ミカンと同程度に多

く含んでいます。 

そうか病の発生はなく、かいよう

病にもかなり強い品種で、トゲの発

生は少なく、発生しても短いトゲとな

ります。栽培しやすく、全国のカンキ

ツ産地での普及が見込まれます。

品種名は、果皮が赤く美しく、成熟

期が早いことを意味しています。平

成 24年３月 16日に品種登録出願

が公表されており、全国 37 苗木業

者で苗木が販売されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）あすみ 

1 月下旬～２月上旬に成熟する

中生品種です。果肉はやや硬いで

すが、糖度は 15%以上と極めて高

く、酸含量は 1.0%程度となり食味

が極めて優れています。果実重は

150ｇ程度で、果皮は橙色で薄く、

農林認定された 4 つの果樹品種 

           独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所 

                                   品種育成・病害虫研究領域 領域長  山田  昌彦 

特 集 

 
写真１．カンキツ新品種「みはや」の果実 

 

果 樹 
を 

め ぐ る 
動 き 
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 剥皮のしやすさは中程度です（写真

２）。浮皮は発生しません。成熟時に

果皮の一部に緑色が残りやすい特

徴があります。 

 機能性成分の β-クリプトキサンチ

ンを果肉 100g あたり 1.66mg と温

州ミカンと同程度に多く含んでいま

す。 

そうか病に対しては抵抗性があり

ますが、かいよう病には弱い特性が

あります。また、トゲの発生は多く、

長い欠点もあります。そこで、施設栽

培向きとして選抜されました。施設

栽培では、風雨に当たらないため、

かいよう病が発生しません。また、保

温効果により果実の成熟・着色が促

進されるため、果皮の緑色の抜けが

良く、緑色の残らない果実が生産で

きます。 

大分県、宮崎県、長崎県、福岡県

の試験地において有望と評価され

ており、これらの産地から普及が見

込まれています。品種名は「はるみ」

の子であることと、明日のカンキツ産

業を担う品種になるよう期待を込め

て命名されました。平成 24 年３月

16 日に品種登録出願が公表されて

おり、全国 34 苗木業者で苗木が販

売されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 西洋ナシ「ジェイドスイート」（農

研機構北海道農業研究センター

育成） 

 西洋ナシは年に 73億円の産出額

がありますが（平成 23 年）、優れた

品種ができれば、今後さらに需要の

拡大が期待されます。日本の西洋

ナシ栽培面積の６割は中生の「ラ・フ

ランス」によるものです。早生は「バ

ートレット」が主に栽培されてきまし

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たが、生産が減少しています。世界

的に見ると、「バートレット」はコンポ

ートや缶詰用として広く生産されて

いますが、生食用としては「ラ・フラン

ス」などと比べて糖度が低く、食味が

劣ります。そこで、このたび、早生で

食味の優れる「ジェイドスイート」を育

成しました。 

 育成地（札幌市）で「バートレット」と

ほぼ同時期の９月上中旬に収穫適

期となる早生品種です。「ラ・フラン

ス」と同様の病害虫防除で、特に問

題となる病害虫の発生は観察されて

いません。 

 びん形の果形で、果実重は 290ｇ

程度と大きく、果皮黄緑色で外観良

好な早生品種です（写真３）。糖度

は 13～15％程度と高く、また、酸含

量は 0.1～0.2％程度で、極多汁で

甘味が多く食味が優れます。果皮が

やや弱く、傷を防ぐために丁寧な取

り扱いを要します。 

 西洋なしを食用とするためには、

収穫後に追熟することが必要です。

追熟は容易で、温度は 15～20℃が

適しています。追熟が進んで食べ頃

に近づくと果皮色が黄色くなってくる

品種で、果皮色により食べ頃を見分

けることができます。緑がわずかに

残った緑黄色となった時が食べ頃で

す。 

 品種名は、収穫時の色が翡翠（ヒ

スイ）（英名 ジェイド）に似た黄緑色

で、果実糖度が高く甘いことにちな

んだものです。平成 23年６月 28日

に品種登録出願が公表されており、

全国 12 苗木業者で苗木が販売さ

れています。 

  

３． ビワ「はるたより」（長崎県農林

技術開発センター育成） 

  ビワ生産は、早生は「長崎早生」、

中生は「茂木」、晩生は「田中」が主

に栽培されています。長崎県農林技

術開発センター（旧 指定試験）で

は、地球温暖化に対応し、高温障害

を発生しにくい、早生のビワ品種「は

るたより」を育成しました。 

 「長崎早生」よりやや遅く成熟する

早生品種です。果実重は 55～60ｇ

で「長崎早生」よりも大果です（写真

４）。果肉が比較的軟らかく、糖度が

高く、食味が優れています。高温に

よる果皮障害が少なく、日持ち性も

優れています。 

着花しやすく、豊産性です。ビワ

がんしゅ病のすべての菌に抵抗性

で、がんしゅ病はほとんど発生しま

せん。しかし、低温には比較的弱く、

幼果が寒害を受けやすいとともに果

皮に障害が出やすい品種で、早生

であることから加温による早出しが可

能であることから施設栽培向き品種

として発表されました。育成地（長崎

県大村市）における施設栽培での熟

期は 4月中旬です。 

 品種名は、施設で栽培されたビワ

として春の訪れを告げることをイメー

ジして命名されました。平成 25 年２

月１日に品種登録出願が公表され

ており、全国 14 苗木生産業者で苗

木販売されています。 

 

 
写真２．カンキツ新品種「あすみ」の果実 

 

 
写真３．西洋ナシ新品種「ジェイドスイー

ト」の果実 

 

 
写真４．ビワ新品種「はるたより」の果実 
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中央果実協会からのお知らせ 
平成２５年度果樹経営支援関係事業の推進状況等に

ついて 
 

１． 平成２５年度の果樹経営支援対策事業の第１次計

画承認申請（４月末締切）は、金額ベースでみると、

平成２４年度の第１次計画に比べて全体で８０％の

申請に留まっており、改植事業では７３％、未収益

期間支援事業は７７％で、いずれも全体より低いレ

ベルの申請となっています。 

     改植事業についてみると、全国で３５９ha の改植

が計画されており、昨年度全期を通じた計画面積の

４１％となっています。対象果樹は、りんご１３２ha、う

んしゅうみかん１２１ha、その他かんきつ類４０ha と、

いずれも昨年度を下回る状況です。 

 

２．今年度の予算枠との関係で見ても、第１次計画承

認ベースの補助金額は予算枠の２分の１を下回るレ

ベルとなっています。本事業については、果樹の特

性から改植適期を選んで実施する必要があること等

から、事業計画承認年度の翌年度に事業執行する

ことが認められています。このため、本年度の事業執

行額は、平成２４年度の計画承認分の今年度執行分

と平成２５年度の計画承認分から次年度執行分を除

く合計金額となり、本年度の第１次計画承認ベース

の金額だけで全体の支出額について議論することは

出来ませんが、今年度の執行額が予算枠を下回る

懸念があります。 

 

３．このため、当協会では、 

①来年度以降実施を予定している事業の前倒し

の検討 

 ②豪雪や凍霜害等の自然災害を受けた産地におけ
る改植事業等の実施への誘導 

 ③改植事業（定額補助分）における年度内確

認・補助金支払の実施 

等による事業の掘り起こしをお願いしてきま

した。 

具体的には、７月～８月に広島、名古屋、福

岡及び福島の全国４か所で果樹経営支援対策事

業の推進に関する会議を開催したほか、事業掘

り起こしのためのチラシを作成・配布するなど

の取組を進めて来たところです。 

 

４．今後の計画承認申請は、第２次計画は１０月末

締切り、第３次計画が１２月末締切りで公募し

ます。また、公募時期とは別に、従来から、自

然災害を受けた果樹産地からの事業計画につい

ては、随時申請を受け付けるとともに優先的に計

画承認することとしています。 

道県基金協会をはじめとする関係者におかれまし

ても、以上のような状況を十分ご理解の上、引き続

き、事業掘り起こしに努めていただくようお願いいた

します。 

 

(表１)果樹経営支援対策事業及び未収益期間支援事業の承認額の推移 

（単位:百万円） 

    第1次 第2次 第3次 合計 

  改植事業 122 939 512 1,573 

平成 22年度 未収益期間支援事業 - - - - 

  経営支援＋未収益事業 377 1,336 938 2,652 

  改植事業 226 1,574 - 1,800 

平成 23年度 未収益期間支援事業 201 1,428 - 1,629 

  経営支援＋未収益事業 661 3,609 - 4,270 

  改植事業 1,092 748 - 1,840 

平成 24年度 未収益期間支援事業 902 802 - 1,704 

  経営支援＋未収益事業 2,409 1,957 - 4,366 

  改植事業 801 - - (801) 

平成 25年度 未収益期間支援事業 696 - - (696) 

（暫定） 経営支援＋未収益事業 1,918 - - (1,918) 

 

（表２）改植事業対象品目     

    （単位：10a） 

  H23全期 H24全期 H25第1次 

うんしゅうみかん 2,629 2,920 1,205 

かんきつ 1,264 1,335 402 

りんご 2,804 2,411 1,324 

ぶどう 226 244 81 

なし 113 117 98 

もも 264 208 87 

おうとう 26 38 14 

びわ 10 10 1 

かき 130 219 43 

くり 264 319 130 

うめ 211 362 16 

すもも 21 48 22 

キウイフルーツ 62 55 16 

その他 138 260 156 

計 8,163 8,692 3,597 
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前号では、担い手果樹作経営の

経営動向として、りんご作・みかん作

の大規模経営の経営分析を紹介し

ました。 

３回シリーズの最後となります今号

では、果樹農業の収益動向につい

て、農業所得と家族労働費を含めた

生産費との関係（カバー率）、損益

分岐点比率の動向なども交えて分

析結果の概要を紹介します。 

１． 果樹作及び主業農家果樹作と

の比較 

「果樹作」については、「農業所

得による家族労働費カバー率」でみ

ると、平成 18,19年と 50％を超えま

したが、その後、40％前後で推移し

ています。 また、「損益分岐点比

率」は 150～180の間を変動するな

ど、年により変動は大きくなっていま

す。総じて収益性・採算性は停滞傾

向にあります。 

一方、「主業農家果樹作」では、

「農業所得による家族労働費カバー

率」では、60%前後で変動していま

す。  また、「損益分岐点比率」は

130～150 の間を変動しています。

総じて「果樹作」一般に比べて、比較

的収益は高い傾向にあります。 

(注)生産費の試算として、家族労働

費を｢コメ生産費の家族労賃｣で評価

しています（2.も同様）。 

平成２４年度果樹経営構造動向調査のうち「果樹経営分析等調査報告書」の概要（その３） 

「果樹作」における年次別にみた部門損益・生産費・損益分岐点等の動向（平成１６~２２年） 

区  分 平成 16年 17 18 19 20 21 22 

月平均農業経営関与者数   人 3.02 2.26 2.26 2.25 2.26 2.25 2.23 

果樹栽面積   a 89.0 89.0 88.0 90.0 97.2 99.2 99.7 

農業所得 a=b-c 千円 1,823 1,696 1,843 1,876 1,572 1,447 1,723 

農業粗収益 b 〃 4,425 4,367 4,489 4,648 4,891 4,756 5,030 

農業経営費 c 〃 2,602 2,671 2,646 2,772 3,319 3,309 3,307 

生産費 d=c+l 〃 6,472 6,551 6,303 6,487 7,062 7,061 7,035 

剰余 e=b-d 〃 △ 2,047 △ 2,184 △ 1,814 △ 1,839 △ 2,171 △ 2,305 △ 2,005 

農業所得による家族労働費カバー率 f=a/l ％ 47.1 43.7 50.4 50.5 42.0 38.6 46.2 

損益分岐点比率 g=h/b 〃 165.4 172.0 157.8 156.8 166.5 173.9 159.1 

損益分岐点売上高 
h=j/(1-

i/b) 
千円 7,318 7,511 7,086 7,290 8,143 8,270 8,002 

変動費 i ％ 1,294 1,333 1,353 1,413 1,625 1,636 1,636 

固定費 j 〃 5,178 5,218 4,950 5,074 5,437 5,425 5,399 

所得率 k=a/b ％ 41.2 38.8 41.1 40.4 32.1 30.4 34.3 

家族労働費 l=m×o 千円 3,870 3,880 3,657 3,715 3,743 3,752 3,728 

   家族労働時間 m 時間 2,620 2,638 2,529 2,596 2,614 2,680 2,663 

  家族労働日数 n=m÷8 日 328 330 316 325 327 335 333 

   家族労賃単価 o 円 1,477 1,471 1,446 1,431 1,432 1,400 1,400 

 

「主業農家果樹作」における年次別にみた部門損益・生産費・損益分岐点等の動向（平成２０～２２年） 
区  分 平成 20年 21 22 

    月平均農業経営関与者数   人 2.69 2.67 2.56 

    果樹栽面積   a 159.8 166.4 160.3 

     農業所得 a=b-c 千円 3,503 3,252 3,613 

    農業粗収益 b 〃 9,122 8,825 9,070 

    農業経営費 c 〃 5,619 5,573 5,457 

    生産費 d=c+l 〃 11,663 11,572 11,162 

    剰余 e=b-d 〃 △ 2,541 △ 2,747 △ 2,092 

    
農業所得による家族労働費カ

バー率 
f=a/l ％ 58.0 54.2 63.3 

    損益分岐点比率 g=h/b 〃 140.5 145.2 133.0 

      損益分岐点売上高 h=j/(1-i/b) 千円 12,817 12,817 12,064 

      変動費 i ％ 2,848 2,753 2,733 

      固定費 j 〃 8,815 8,819 8,429 

    所得率 k=a/b ％ 38.4 36.8 39.8 

      家族労働費 l=m×o 千円 6,044 5,999 5,705 

         家族労働時間 m 時間 4,221 4,285 4,075 

        家族労働日数 n=m÷8 日 528 536 509 

         家族労賃単価 o 円 1,432 1,400 1,400 
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２． 品目別としてりんご及びみかん

作について 

りんご作では、「部門所得による家

族労働費カバー率」でみると、30～

50 の間を変動し、「損益分岐点比

率」は 150～190 の間を変動してい

ます。年により変動は大きくなってい

ますが、総じて収益性・採算性は停

滞傾向にあります。 

一方、みかん作では、「部門所得

による家族労働費カバー率」につい

ては、30～80 の間を変動し、「損益

分岐点比率」は 120～190 の間を変

動するなど、総じて変動が大きいで

すが、果樹作やりんご作ほど収益

性・採算性は悪くないのが特徴とな

っています。 

 

「りんご作」における年次別にみた部門損益・生産費・損益分岐点等の動向（平成１６～２２年） 

区  分 平成 16年 17 18 19 20 21 22 

月平均農業経営関与者数   人 2.52 2.55 2.49 2.43 2.44 2.46 2.47 

りんご植栽面積   a 103.0 102.0 101.0 102.0 106.6 108.7 112.0 

部門所得 a=b-c 千円 1,762 1,571 1,748 1,766 1,394 1,189 1,392 

部門粗収益 b 〃 3,938 3,913 4,088 4,172 4,021 3,822 4,132 

部門経営費 c 〃 2,176 2,342 2,340 2,406 2,627 2,633 2,740 

部門生産費 d=c+l 〃 5,691 5,950 5,783 5,799 5,976 5,882 6,103 

部門剰余 e=b-d 〃 △ 1,753 △ 2,037 △ 1,695 △ 1,627 △ 1,955 △ 2,060 △ 1,971 

部門所得による家族労働費カバー率 f=a/l ％ 50.1 43.5 50.8 52.0 41.6 36.6 41.4 

損益分岐点比率 g=h/b 〃 162.8 175.7 159.3 155.6 171.5 182.5 170.3 

  損益分岐点売上高 
h=j/(1-

i/b) 
千円 6,410 6,877 6,514 6,491 6,898 6,976 7,036 

  変動費 i ％ 1,145 1,223 1,232 1,245 1,288 1,325 1,328 

  固定費 j 〃 4,546 4,727 4,551 4,554 4,688 4,557 4,775 

所得率 k=a/b ％ 44.7 40.1 42.8 42.3 34.7 31.1 33.7 

  家族労働費 l=m×o 千円 3,515 3,608 3,443 3,393 3,349 3,249 3,363 

     家族労働時間 m 時間 2,380 2,453 2,381 2,371 2,339 2,321 2,402 

    家族労働日数 n=m÷8 日 298 307 298 296 292 290 300 

     家族労賃単価 o 円 1,477 1,471 1,446 1,431 1,432 1,400 1,400 

 

「みかん作」における年次別にみた部門損益・生産費・損益分岐点等の動向（平成１６～２２年） 

区  分 平成 16年 17 18 19 20 21 22 

月平均農業経営関与者数   人 2.25 2.23 2.27 2.23 2.37 2.30 2.26 

みかん植栽面積   a 75.0 77.0 76.0 79.0 72.7 74.0 75.1 

部門所得 a=b-c 千円 1,263 967 1,679 1,217 903 743 1,238 

部門粗収益 b 〃 3,271 3,075 3,723 3,372 3,313 3,147 3,480 

部門経営費 c 〃 2,008 2,108 2,044 2,155 2,410 2,404 2,242 

部門生産費 d=c+l 〃 4,432 4,609 4,304 4,635 4,600 4,696 4,308 

部門剰余 e=b-d 〃 △ 1,161 △ 1,534 △ 581 △ 1,263 △ 1,287 △ 1,549 △ 828 

部門所得による家族労働費カバー率 f=a/l ％ 52.1 38.7 74.3 49.1 41.2 32.4 59.9 

損益分岐点比率 g=h/b 〃 155.0 182.0 123.7 162.6 169.6 191.1 139.2 

  損益分岐点売上高 h=j/(1-i/b) 千円 5,069 5,596 4,604 5,481 5,618 6,012 4,844 

  変動費 i ％ 1,159 1,204 1,268 1,353 1,464 1,446 1,367 

  固定費 j 〃 3,273 3,405 3,036 3,282 3,136 3,250 2,941 

所得率 k=a/b ％ 38.6 31.4 45.1 36.1 27.3 23.6 35.6 

  家族労働費 l=m×o 千円 2,424 2,501 2,260 2,480 2,190 2,292 2,066 

     家族労働時間 m 時間 1,641 1,700 1,563 1,733 1,529 1,637 1,476 

    家族労働日数 n=m÷8 日 205 213 195 217 191 205 185 

     家族労賃単価 o 円 1,477 1,471 1,446 1,431 1,432 1,400 1,400 
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平成２５年度果実加工需要対応産地育成事業（新需要開発型）及び国産果実需要適応型取引手

法実証事業の実施状況について 

元独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所 生理機能部長 高辻 豊二 
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○平成 25年度果実加工需要対応産地育成事業（新

需要開発型）の実施状況 

当協会では、国産果実を原料とした加工品につい

て、新たな加工・業務用需要への対応を図るため、果

実加工品の試作と当該加工品の原料価格を想定した

低コスト・省力化栽培技術の実証等を行う補助事業を、

下表の 14 事業者を対象に実施しています。なお、本

年度の成果の一部は、平成 26 年 2 月 20、21 日に大

阪で開催される「アグリフード EXPO 大阪 2014」に出

展展示することとしています。 

事業実施者 実施内容 

神奈川県農業技術センター うめ新品種「十郎小町」「虎子姫」のうめ干し、ピューレ、ジャム、ジュー

ス、ジョイント栽培のコスト削減実証 

長野県果樹試験場 赤果肉りんごの加工品（混濁果汁、ジャム、シラップ漬け、カットフルー

ツ）、着果管理、収穫作業の省力化技術、果肉着色が安定する栽培技

術の開発 

静岡県農林技術研究所果樹研究センター 加工用ブルーベリーのジャム、ジュース、酢、房採り収穫の省力生産実

証 

三重県農業研究所 中晩生かんきつ「みえ紀南４号」の果皮も使用したシャーベット、ママレ

ード、果汁等 

減農薬、LED光利用長期貯蔵技術開発、摘果指標作成 

三重県工業研究所 日本なしのドライフルーツ、県農試開発の摘果器具による省力栽培技

術 

農業生産法人有限会社 宝箱 小粒西条柿のあんぽ柿開発、リビングマルチによる省力化栽培、ヘアリ

ーベッチによる雑草抑制と窒素肥料軽減 

株式会社 創・和 清水白桃、マスカットジャム、低コスト・省力化栽培 

愛媛県農林水産研究所みかん研究所 ブラッドオレンジ「モロ」の果肉加工品オリジナルスウィーツの試作、最

適酵素剥皮技術の開発、銅剤とマシン油主体の減農薬栽培の実証 

外海地区ゆうこう振興会 県特産の香酸カンキツ「ゆうこう」の加工品試作（飲む酢、ママレード、

ゼリー、シャーベット、ドレッシング等）、品種特性、加工向け栽培技術

検討（摘果軽減法、減農薬） 

筑前あさくら農業協同組合  日本なしの蜜、大きさ、外観のこだわらない加工業務用低コスト生産の

実証（ジョイント栽培） 

埼玉県農林総合研究センター園芸研究所 「ポロタン」の黑変果の焼き栗の商品性確認、早期多収と省力化の新整

枝法による密植栽培、ネット利用の省力的収穫法 

兵庫県立農林水産技術総合センター北部

農業技術センター 

さんしょうの軸取り果実冷凍品、炊き込みご飯の具（レトルト品）、低樹高

栽培の仕立て法およびせん定方法 

益田市柚子産地づくり推進協議会 柚子青玉炭酸飲料、果汁グミ、ヘアリーベッチによる雑草抑制と有機質

補給効果の検証、緩効性肥料による窒素濃度の変動について検証 

山口県農林総合技術センター 

 

ブルーベリーの針葉樹樹皮培地とした栽培方法実証（収量確保、雑草

抑制）、ネットを利用した省力的収穫方法 

 
○平成２５年度国産果実需要適応型 

取引手法実証事業の実施状況 

当協会では、生産者と取引先との間

で契約取引等による計画的な取引手

法の実証を行う事業を、４ 事業者を対

象に実施しています。右記にこれら事

業の実施団体及び取組み内容を紹介

します。 

 

団体名 取組内容 

全国農業協同組合連合会福岡県本部 いちじく契約取引拡大に係る実証 

ファーマーズマーケット委員会    物流効率を高めた直売所間連携

の構築 

湘南みかんの木パートナーシップ組合 「湘南みかんパートナーシップ」プ

ログラムの開発・推進 

長崎県央農業協同組合 「長崎県央みかん」ブランド力・知

名度の向上 
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25.7. 30  長野県果樹経営支援対策事業の推進に関する会議（於 ＪＡ長野県ビル） 

25.7. 31  平成２５年度全国柑橘消費拡大協議会通常総会(於 大田市場事務棟) 

25.7. 31  平成２５年度全国果実生産出荷安定協議会第３回かんきつ部会（於 大田市場） 

25.7. 31  果樹経営支援対策事業の推進に関する会議（於 三原市） 

25.8. 1    青森県果樹経営支援対策事業の推進に関する会議（於 青森県ＪＡビル） 

25.8.1        果実消費拡大・普及啓発手法確立調査に関する検討会(於 三会堂ビル)   

25.8.2     平成２５年度果樹産地経営構造動向調査検討会(第１回)(於 三会堂ビル)  

25.8.5   ＴＰＰ協定交渉に関する説明会（於 中央合同庁舎４号館） 

25.8. 6    果樹産地差別化戦略調査検討委員会（於 日園連会議室） 

25.8. 7    全国みかん生産府県知事会議総会(於 都道府県会館) 

25.8.7     果樹経営支援対策事業の推進に関する会議（於 名古屋市） 

25.8.7     果樹経営支援対策事業の推進に関する会議（於 福岡市） 

25.8. 21  果樹経営支援対策事業の推進に関する会議（於 福島市） 

25.9. 3    平成２５年度全国果実生産出荷安定協議会落葉部会第３回りんご委員会 

（於  ＪＡビル） 

25.9. 9       ブルネイ会合に係るＴＰＰ業界団体等への説明会（於 中央合同庁舎４号館） 

25.9. 12  平成２５年度全国果実生産出荷安定協議会第４回かんきつ部会（於 大田市場） 

25.9. 19  ｢強み｣のある農畜産物作りに向けた全国推進会議（於 農水省） 

25.9. 26  「生鮮果実価格形成要因分析調査」に係る果樹農業研究会（第１回） 

(於 三会堂ビル） 

 

 

 
【農水省及び中央果実協会の異動については今回はありません】 

人事異動 

 

 
 

 

毎日くだもの 200 グラム運動メ

ールマガジン「くだもの＆健康ニ

ュース」を発刊しています。 

多くの方の読者登録をお待ち

しております。 

メルマガの読者登録方法は当

協会下記ホームページをご覧下

さい。 

http://www.kudamono200.or.j

p/JFF/ 
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